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令和８年度地域共生型潮流発電事業モデル構築事業 

公募要領 
 

 

令和８年４月 

                                           環境省地球環境局 

 

 

環境省は、潮流発電機の導入から運用までの技術を確立し、地域と共生した潮流発電の事業モデ

ルを構築することで、潮流発電の社会実装の加速化を目指す技術開発・実証事業の新規公募を行い

ます。 

つきましては、以下の公募要領により、本事業の実施者を募集しますので、応募に当たってはこ

れを熟読していただくようお願いします。本公募要領を熟読せずに応募された結果生じる応募書類

の不受理や、応募期限に間に合わない等の事態については、当方は一切の責任を負いません。 

 

※本公募は、令和８年度予算の成立が前提となります。このため、今後、内容等が

変更になる場合があることをあらかじめ御了承ください。 
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１．本事業の目的と性格  

 

令和2年10月、菅首相により「2050年カーボンニュートラル」が宣言され、その後、2030年度の温室効

果ガス排出削減目標を2013年度比46％減、さらに、50％の高みを目指すという新たな目標も掲げられま

した。本目標を達成するには、省エネルギーの推進と併せ、再生可能エネルギーの最大限の導入が必要

不可欠です。また、令和７年２月に閣議決定された地球温暖化対策計画においては、地域内の再生可能

エネルギー由来の電気・熱や未利用熱の最大限の活用が掲げられ、再生可能エネルギー及び未利用エネ

ルギーの最大限の導入・活用を目指しています。 

再生可能エネルギーの中でも潮流発電は、一定した潮汐力によって年間を通じて予測可能で出力変動

が小さい安定的な発電が可能であり、海中に設置するため、環境影響が小さいといった利点があります。

海洋国である日本は、世界トップクラスの潮流発電のポテンシャルを有しており、特に潮汐の干満差が

大きい瀬戸内海や九州沿岸、離島などが適地となっています。 

このため、環境省では国内初の商用スケールの海底固定型の潮流発電システムの開発を行い、長崎県

五島市沖において実証事業を行ってきました。 

本事業では、これまでの成果を活用して、潮流発電機の導入から運用までの技術を確立し、地域と共

生した潮流発電の事業モデルを構築することで、潮流発電の社会実装の加速化を目指すことを目的とし

ます。 

 

○財源について 
  
本事業は、エネルギー対策特別会計（エネルギー需給勘定）による予算を財源としています。特別会

計に関する法律（平成19年法律第23号）の規定により、使途は国内のエネルギー起源CO2排出量の削減に

貢献する、再生可能エネルギーや省エネルギー等の技術開発・実証に限定されます。 

このため、例えば、非エネルギー起源のCO2排出量の削減、CO2以外の温室効果ガス（メタン、一酸化

二窒素、HFC等）の排出量の削減※１、森林等の吸収源、排出した後の二酸化炭素の吸収等に関する技術

開発・実証は、本事業の対象となりません。また、海外で行う技術開発・実証も対象となりません※２。 

※１ エネルギー起源CO2の排出量削減に関する技術開発・実証であって、CO2以外の温室効果ガスの

排出抑制にもつながるものは対象となります。 

※２ 国内で行う技術開発・実証であって、JCM（二国間クレジット制度）の活用にもつながるものは

対象となります。 

 

○選定・採択について 
 
公募により応募のあった事業を、書面審査の後、審査委員会において審査した上で、選定・採択しま

す。 
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応募に当たり、環境省幹部及び担当者へ採択の陳情等を行うことは全く意味を持ちません。採択の陳

情等は厳に慎んでください。また、合否通知以前に環境省幹部及び担当者へ合否の感触を照会する等の

行為についても厳に慎んでください。 

 

 

 

２．補助対象事業、実施期間  

 

（１） 本事業の対象について 

地域と共生した潮流発電の早期社会実装を目指し、下記の通り海底固定型・浮体式それぞれの潮流

発電機について、導入から運用に至るまでの一連の技術を確立する事業を対象とします。なお、発電

電力については系統連系により売電を行い、電気事業法第２条第１項第５号ロに定める接続供給（自

己託送）を行わないものであることとします。 

 ① 海底固定型潮流発電機の長期信頼性検証事業 

海底固定型潮流発電機について、これまでに検討してきたメンテナンス手法等を実践しながら

長期間の運転を行い信頼性の検証とメンテナンス技術を確立するとともに、経済性や収益性の評

価に必要なデータを収集するための開発・実証を行う事業。 

 ② 浮体式潮流発電機の運用確立事業 

浮体式潮流発電機について、我が国海域において導入、運用するために必要な一連の技術を確

立するとともに、経済性や収益性の評価に必要なデータを収集するための開発・実証を行う事業。 

 

（２） 事業実施期間等について 

原則として事業実施期間は、それぞれ以下の通りとします。 

  ① 海底固定型潮流発電機の長期信頼性検証事業：３年度以内 

  ② 浮体式潮流発電機の運用確立事業     ：４年度以内 

複数年度で行う事業の実施者は、毎年度の技術開発・実証の達成目標をあらかじめ設定し、目標の

達成について自己評価を行っていただきます。設定した目標の達成状況等については、各年度末頃に

外部有識者から構成される審査委員会による中間評価を行うこととし、次年度の事業計画と併せて事

業継続実施の可否について審査します。 

なお、複数年度の事業の実施は、後年度において所要の予算が措置されることを前提とするもので

あり、複数年度の事業の実施を保証するものではありません。また、複数年度の事業の場合に、２年

度目以降の事業費を見積もることになりますが、２年度目以降の事業費については、所要の予算額が

措置されなければ減額される可能性もありますので、あらかじめ御承知おきください。 

 

 

 

３．応募要件及び実施体制  
 
（１）補助事業者の要件 

補助金の交付を申請できる技術開発機関等は、以下のア及びイのいずれかに該当する代表実施者

とします。 

ア 民間企業 

イ その他環境大臣が適当と認める者 
 

※代表実施者が設立から３年未満の場合は以下の要件を満たすことを条件とします。 

a. 当該分野に関する技術開発力等の技術基盤を有すること。 

b. 経営基盤として原則として以下に該当しないこと。 

・破産している。 

・再生手続、会社整理又は会社更生手続を開始している。 

・上記の申立てを受けている。 

c. 技術開発・実証の成果展開を実施できる体制があること。 

d. 技術開発・実証を当該技術開発機関等が実施するに当たり、開発上のリスクを当該技術開発機
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関等に対する出資者が理解し、出資比率に基づく責任分担等を明確にできること。 

 

技術開発代表者は常勤である必要があります。招へい者の場合は、外国からの長期間の招へいの

場合のみ所属とみなし、事業に参画できるものとします。 

なお、事業に参画する技術開発者として登録いただく方については、５％以上のエフォートを原

則とし、他の実施・提案中の事業と合わせたエフォートが100％を超えないよう留意してください。 

また、事業に参画する技術開発者は、あらかじめ、次の各事項についてそれぞれの所属する機関の

代表者の承認を得てください。 

・ 提案課題を所属する技術開発機関等の業務として行うこと。ただし、独立行政法人に所属する技

術開発者に係る承認については、この限りではない。 

・ 技術開発機関等の経理担当部局が事業費の管理を行うこと。 

 

（２）事業の実施体制について 

事業は複数の技術開発機関等による共同事業又は単独の技術開発機関等による事業のいずれの形態

で行うことも可能です。ただし、早期の実用化が見込める事業に対して補助するものであり、これに

対応した実施体制であることとともに、実用化に向けた社内外のコンセンサスの形成、特にサプライ

チェーンに関するステークホルダー（ここでは製品・システムを購入・活用する者を指します。）の

参画・協力が重視されることに留意してください。 

事業実施期間の２年度目以降には具体的な事業計画・普及計画を立案することが求められます。そ

のため、本事業終了後のスムーズな事業化のため、実施体制には技術開発部門のみならず、事業部門

の人員も加えることを前提とします。また、技術開発・実証の実施及び事業化に当たって必要な協力

者を実施体制に含めるものとします。 

まず、応募する技術開発・実証事業の技術開発代表者を決めてください。技術開発代表者の年

齢・役職等は問いません。共同事業の場合には、技術開発代表者が所属する機関以外の技術開発機

関等を「共同実施者」とします。 

なお、共同実施者が財産を取得することに対しては条件がありますので御注意ください。詳細は

「（６）その他留意事項」及び別紙「補助事業における留意事項等について」を御参照ください。 

技術開発代表者は、技術開発・実証事業に関する応募書類の提案者となるほか、環境省での審査

過程に関する連絡・対応に当たり、総括的な責任を有します。技術開発代表者は、事業が採択され

た後は、円滑な事業推進と目標達成のために、実施体制を代表してその事業推進に係る取りまとめ

を行うとともに、技術開発者の役割分担を含む事業計画の作成及び見直しに係る調整等、事業の円

滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。このため、代表実施者においては、

本来、これらの事務について迅速に対応できる体制を有していることが必要です。 

併せて、本事業により開発した技術・製品等の事業化を担当する部門及びその責任者を決めてく

ださい。 

事業の実施体制は、中間評価における指摘事項への対応や人事異動等のやむを得ない事情のため

環境省が承認した場合を除き、事業開始当初に登録されていない事業者を途中で追加する等の変更

は原則としてできません。また、複数の技術開発機関等を実施体制に含めようとする場合には、当該

技術開発機関等は事業の実施に当たって必要不可欠な者に限るものとします。 

 

（３）予算額・補助率について 

令和８年度の予算は以下の通りです。 

・補助対象経費  

① 海底固定型潮流発電：5.5億円以下 

② 浮体式潮流発電  ：2.0億円以下 

・補助率  

①②とも、補助対象経費の２／３以内 

※最終的な実施内容及び交付決定額は、「地域共生型潮流発電事業モデル構築事業 審査委員会」

における審査結果を踏まえて決定することとします。 
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（４） 補助対象経費の区分 

事業を行うために直接必要な以下の経費が補助対象経費であり、当該事業で使用されたことを証明

できるものに限ります。（二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金交付要綱（平成26年４月１日環地

温発第1404013号）） 

＜補助事業の経費の区分＞ 

１ 区分 ２ 費目 ３ 細分 ４ 内容 

工事費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本工事費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（直接工事費) 

材料費 

 

 

 

 

 

 

 

労務費 

 

 

 

 

 

 

 

直接経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

(間接工事費) 

共通仮設費 

 

 

 

 

 

 

 

現場管理費 

 

 

 

 

一般管理費 

 

 

 

 

事業を行うために直接必要な材料の購入費をい

い、これに要する運搬費、保管料を含むものとす

る。この材料単価は、建設物価（建設物価調査会

編）、積算資料（経済調査会編）等を参考のう

え、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業と

の関連を考慮して事業実施可能な単価とし、根拠

となる資料を添付すること。 

 

本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人

件費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産

省、国土交通省の両省が協議して決定した「公共

工事設計労務単価表」を準用し、事業の実施の時

期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して事

業実施可能な単価とし、根拠となる資料を添付す

ること。 

 

事業を行うために直接必要とする経費であり、

次の費用をいう。 

①特許権使用料（契約に基づき使用する特許の使

用料及び派出する技術者等に要する費用）、 

②水道、光熱、電力料（事業を行うために必要な

電力電灯使用料及び用水使用料）、 

③機械経費（事業を行うために必要な機械の使用

に要する経費（材料費、労務費を除く。）） 

 

次の費用をいう。 

①事業を行うために直接必要な機械器具等の運

搬、移動に要する費用、 

②準備、後片付け整地等に要する費用、 

③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要す

る費用、 

④技術管理に要する費用、 

⑤交通の管理、安全施設に要する費用 

 

請負業者が事業を行うために直接必要な現場経

費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品

費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似

の事業を参考に決定する。 

 

請負業者が事業を行うために直接必要な諸給

与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信

交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。 
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設備費 

 

 

 

業務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務費 

 

 

 

 

 

 

 

付帯工事費 

 

 

 

機械器具費 

 

 

 

測量及試験費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備費 

 

 

 

業務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本工事費に付随する直接必要な工事に要する必

要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費

に準じて算定すること。 

 

事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用

その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付

け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。 

 

事業を行うために直接必要な調査、測量、基本

設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費

をいう。また、補助事業者が直接、調査、測量、

基本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場

合においてこれに要する材料費、労務費、労務者

保険料等の費用をいい、請負又は委託により調

査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試

験を施工する場合においては請負費又は委託料の

費用をいう。 

 

事業を行うために直接必要な設備及び機器の購

入、借料並びに購入物の運搬、調整、据付け等に

要する経費をいう。 

 

事業を行うために直接必要な機器、設備又はシ

ステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証

に要する経費をいう。また、補助事業者が直接、

調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合にお

いてこれに要する材料費、人件費、水道光熱費、

消耗品費、通信交通費その他に要する費用をい

い、請負又は委託により調査、設計、製作、試験

及び検証を行う場合においては請負費又は委託料

の費用をいう。 

上記費用には、以下の費用を含むものとする。 

①事業の実施に伴い必要な設備等の設置、維持、

管理のための必要最小限度の海域・土地の利用に

要する経費であり、専ら補助事業においてのみ使

用するもの、 

②当該設備等の運転・維持管理のための日常点

検・法定点検に要する費用（突発的な故障修理費

を除く）、 

③当該設備等の劣化状況を調査するためにあらか

じめ計画して行う、海中からの引上げ工事・輸送

に要する経費 

 

事業を行うために直接必要な事務に要する社会

保険料、賃金、報酬・給料・職員手当（地方公共

団体において会計年度任用職員へ支給されるもの

に限る）、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託

料、使用料及び賃借料、消耗品費及び備品購入費

をいい、内容については別表に定めるものとす

る。 

事務費は、工事費、設備費及び業務費の合計金
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額に対して次表に定められた率を乗じて得られた

額の範囲内とする。 

 

 

 

 

 

 号 区 分 率  

１ 5,000万円以下の合計金額に対して 6.5％ 

２ 5,000万円を超え１億円以下の合計金額に対して 5.5％ 

３ １億円を超える合計金額に対して 4.5％ 
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別表 

１ 区分 ２ 費目 ３ 細目 ４ 細分 ５ 内容 

事務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保険料 

 

 

 

 

賃金 

 

 

 

 

 

諸謝金 

 

 

 

 

旅費 

 

 

 

需用費 

 

 

 

役務費 

 

 

 

 

 

委託料 

 

 

 

使用料及賃

借料 

 

 

消耗品費 

備品購入費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印刷製本費 

 

 

 

通信運搬費 

 

 

雑役務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この費目から支弁される事務手続きのために必要

な労務者に対する社会保険料と事業主負担保険料を

いい、使途目的、人数、単価及び金額がわかる資料

を添付すること。 

 

この費目から支弁される事務手続きのために必要

な労務者に対する給与のほか、地方公共団体の会計

年度任用職員に支給する報酬・期末の支払に要する

費用をいい、雇用目的、内容、人数、単価、日数及

び金額がわかる資料を添付すること。 

 

事業を行うために必要な会議等に出席した外部専

門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力

等に対する謝金をいい、目的、人数、単価、回数及

び金額がわかる資料を添付すること。 

 

この費目から支弁される事務手続きのために必要

な交通移動に係る経費をいい、目的、人数、単価、

回数及び金額がわかる資料を添付すること。 

 

この費目から支弁される事務手続きのために必要

な設計用紙等印刷、写真焼付及び図面焼増等に係る

経費をいう。 

 

この費目から支弁される事務手続きのために必要

な郵便料等通信費をいう。 

 

事業を行うために必要な派遣職員等役務の提供を

受けた対価をいう。 

 

この費目から支弁される事務手続きのために必要

な業務の一部を外注する場合に発生する特殊な技能

又は資格を必要とする業務に要する経費をいう。 

 

この費目から支弁される事務手続きのために必要

な会議に係る会場使用料（借料）をいい、目的、回

数及び金額がわかる資料を添付すること。 

 

この費目から支弁される事務手続きのために必要

な事務用品類、参考図書、現場用作業衣等雑具類の

購入のために必要な経費をいい、使途目的、品目、

単価、数量及び金額がわかる資料を添付すること。 
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（５） 補助対象とならない経費 

・事業に必要な用地の確保に要する経費（本事業の実施に伴い必要な設備等の設置、維持、管理のた

めの必要最小限度の海域・土地の利用に要する経費であり、専ら補助事業においてのみ使用するも

のを除く。） 

・建屋の建設（本事業の実施に伴い必要な設備等の維持、管理のための必要最小限度のもので、専ら

補助事業においてのみ使用し、他用途へ転用することができないものを除く。）にかかる経費 

・事業実施に携わる技術開発機関等の事業内容に照らして当然備えているべき機器、汎用性の高い備

品等（パソコン、机、椅子、事務機器等）の購入費 

・学会、講演会等、事業に直接関係のない会議の参加のための旅費 

・事業実施中に発生した事故・災害の処理に要する経費 

・事業に係る特許出願料等の登録免許に関する経費 

・既存施設、設備等の撤去費 

・損害保険料 

・その他、事業の実施に関連性のない経費 

 

（６） その他留意事項 

この補助金は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下
「適正化法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令

第255号）及び二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）の
適用を受けます。補助金の目的外使用等の違反行為を行った者に対しては、補助金の交付決定の取

消し、返還等、適正化法等により処分が行われますので十分留意してください。 

補助金の管理は、技術開発者が所属する技術開発機関等が行ってください。 
取得財産のうち財産処分制限を受ける財産の取得は代表実施者が可能です。ただし、共同実施者

が代表実施者と連帯して責任を負う場合は、当該共同実施者が財産を取得することもできます。 
補助事業の期間中に発電電力の売電により得た収入については、発電側課金を差し引いた金額を

交付要綱第５条第５項第一号に基づき総事業費から控除することとします。 

その他詳細な留意事項については、別紙「補助事業における留意事項等について」を参照してく
ださい。 

 
 

 

４．公募から採択までの流れ  
 

公募から採択までの流れとスケジュールは、おおむね以下のとおりとすることを予定しています。 
 

 １．本要領による公募（令和８年４月６日～４月24日） 
↓ 

 ２．書面による事前審査（～令和８年５月上旬） 

↓ 
 ３．審査委員会によるヒアリング審査（令和８年５月中旬） 

↓ 
 ４．採択課題の決定（令和８年５月下旬） 

 

○書面による事前審査について 

応募課題については、各種要件の確認、行政的観点からの評価等について書面による事前審査を行

った上で、審査委員会によるヒアリング審査にかける応募課題を選定します。事前審査の結果は、審

査委員会の約５日前までに技術開発代表者に対して通知します。 

この過程で、応募課題について、環境省から提案内容の補足説明を電話等によりお願いする場合が

あります。 
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○ヒアリング審査について 

審査委員会においてヒアリング審査を行います。その際には様式「【ヒアリング資料】令和８年度
地域共生型潮流発電事業モデル構築事業」として提出いただいた資料で説明いただきます。なお、ヒ

アリングの日程や場所等については、書面審査を通過した事業者の方にのみ通知します。 

審査は「環境省研究開発評価指針」（https://www.env.go.jp/policy/tech/guide.pdf）に準じて

行います。また、下表に示す観点からヒアリングを行った上で採否等について審査します。なお、書

面による事前審査時に「ヒアリング審査進出条件」が付けられた場合において、当該条件を満たして

いないと評価された場合は不採択となります。 

 

項目 確認事項 

① 技術課題の妥当性 ・ 本事業の対象に合致しているか。 

・ 技術開発の問題点、技術的な課題等を的確に把握し、その解決策につ

いて具体的に提案されているか。 

・ これまでのデータ・成果が蓄積されており、開発計画が具体的かつ合

理的に立案されているか。 

② 技術的意義 ・ 技術開発課題に開発要素（新規性（先導性）・実用性・発展性）があ

るか｡ 

・ 既存技術や現在開発中の競合技術と比較して技術的革新性・優位性又

は経済的優位性があるか。 

③ 政策的意義 ・ ｢パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略｣で掲げる早期の脱炭素

社会の実現及び第六次環境基本計画に掲げる「循環共生型社会」の構

築に有効と考えられる技術課題か。 

・ 【加点要素※１】脱炭素先行地域等の地方公共団体と連携を行っている

など、地域課題の解決とカーボンニュートラルの実現を目指す取組と

して、国の地球温暖化対策上の政策的必要性（対策強化につながる

か、対策コストの低減につながるか等）が高いか｡ 

④ 目標設定･達成可

能性 

・ 技術開発成果の性能目標（成果品（機器・システム）の性能、コス

ト、CO2削減効果等）は具体的・定量的に設定され、妥当かつ十分で

あり、その達成が見込まれるか｡ 

⑤ 実施体制･実施計

画 

・ 技術開発機関等が技術開発・実証に取り組むために必要な経営基盤や

技術開発力等の技術基盤を有しているか。 

・ 課題実施体制･実施計画が、応募枠、技術開発内容や目標に対して妥

当であるか｡ 

・ 適切なマネジメントが見込まれるか。 

・ 直近３年間、税の滞納がないこと。 

・ 【コア重要技術等を含む旨の申告がある場合のみ】コア重要技術等を

特定し、その流出を防止するための具体的な取組が実施されることが

見込まれるか。※２ 

・ 【加点要素※１】主たる要素技術を担当する技術開発機関等が、組織全

体として経済安全保障や技術流出防止に係る優良な取組を実施してい

るか。※２ 

・ 【加点要素※１】技術開発機関等が組織全体としてカーボンニュートラ

ル実現に向けた取組を実施しているか。※３ 

⑥ 技術の事業化･普

及の見込み 

・ 当該事業終了後、事業ビジョンとその達成ステップが適切に設定され

ているか。 

・ 製品・サービスとビジネスモデルが市場・顧客側の視点から見て成長

性・収益性を有しているか。 

・ 早期の事業化及びその後の普及が見込まれるか｡ 

・ 普及による社会全体でのCO2削減効果が相当程度見込まれるか。又

は、地域資源を有効活用すること等を通じて地域の課題を解決し、地

https://www.env.go.jp/policy/tech/guide.pdf
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域のCO2削減に貢献できる優良事例であり、将来的に同様のモデルが

類似地域に水平展開されることが見込まれるか。 

・ 社会受容性や周辺インフラ・規格を考慮した検討がなされているか。 

・ 競合技術、競合他社等が的確に分析・整理され、その解決策について

具体的に提案されているか。 

・ 事業化のための資金計画（民間資金の調達を含む）など資本計画を策

定し、実現に向けた構想を練っているか。 

・ 製品イメージが明確で、事業性(現在・将来の想定される市場におけ

る製品の位置付け、売上等）が見込まれるか。 

⑦ 事業化体制 ・ 代表実施者が、発電事業者、製造事業者、販売事業者等となり、技術

開発・実証の成果の普及展開を自ら行うことができるか。 

⑧ 総合評価 ・ ①～⑦の観点に加え､経費の妥当性や総事業費に対するCO2削減効果

（費用対効果）等、それ以外の観点も含めた総合評価｡ 

※１ 該当する場合、各項目の審査において考慮され、通常より高い評価を得られることが見込ま

れる確認事項です。なお、必須項目ではないため、これらに該当しない場合に不利になること

はありません。 

※２ 詳細については、５．（12）を御参照ください。 

※３ 詳細については、５．（14）を御参照ください。 

 

審査結果は10点満点の評価点で示され、問題ない水準（採択しても良い水準）を６点とします。評

価点の算出に当たっては、①～⑦（10点満点）の平均及び⑧（10点満点）のそれぞれの２分の１を合

計します｡また、経費の妥当性についても別途評価されます。 

 

○採択事業の決定について 

事業の採否及び補助額の決定は、審査委員会による審査・議論を基に行います。採択に当たっては、

評価結果や委員の意見等を考慮し、計画の内容、事業費、実施体制等の変更を条件として付す場合や、

応募内容（課題名等）も変更される場合があります。なお、不採択の理由等に関する問合せについて

は、回答できかねますので、御了承ください。 

 

 
 

５．応募に当たっての留意事項  

 

（１）既助成課題の応募の禁止 

環境省を含む他の公募事業等により実施中の技術開発・実証事業（応募時点で助成が決定している

ものを含む。令和７年度事業で終了予定のものを除く。）と内容が類似している技術開発・実証事業

については、本事業に応募できません。 

また、本事業への応募後、当該応募に係る技術開発・実証事業と内容が同じ技術開発・実証事業等

が、他の公募事業等に採択された場合は、直ちに事務局に御連絡ください。（問合せ先は「７．その

他」参照） 

なお、不合理な重複及び過度の集中（「競争的研究費の適正な執行に関する指針」（令和３年12月

17日改正 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）において定義されるものをいう。以下

同じ。）を排除するため、必要な範囲内で、応募内容の全部又は一部について、他府省等（独立行政

法人の資金配分機関を含む。以下同じ。）に情報提供する場合があります。また、採択後であっても、

不合理な重複及び過度の集中が明らかになった場合は、採択を取り消すことがあります。 
 

（２）技術開発代表者の変更等の措置 

技術開発代表者は、採用、転出、転任等の事由により所属する技術開発機関等を変更する場合又は

事故、病気、長期の出張その他やむを得ない事由により課題の実施を他の者に委ねる場合は、あらか

じめ環境省の承認を得た上で、補助事業の規定に沿った手続が必要となります。 
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（３）虚偽の応募に対する措置 

応募書類に虚偽の内容を記載した場合、技術開発・実証事業の不採択や採択の取消し、契約の解除、

事業費の返還又は減額配分を含む措置をとることがあります。 

 

（４）経費の適正な管理について 

各技術開発機関等の責任において経費の管理が適正に行われるよう、各技術開発機関等は経費に係

る不正を誘発する要因を除去し、抑止機能のある環境・体制の構築に努めてください。また、これに

ついて、技術開発代表者は各技術開発機関等に周知する必要があります。公的な経費の管理・監査に

必要な体制等が整備できない場合、また、財務状況が著しく不安定である場合には、当該技術開発機

関等では技術開発・実証を実施できないことがあります。各技術開発機関等は、事務管理体制や財務

状況等に係る調査等により環境省が指定する場合は、補助金の支払い方法の変更や経費の縮減等の措

置、開発・実証体制の見直し等に従う必要があります。また、環境省による経理の調査や国の会計検

査等に対応していただきます。 

 

（５）事業の中止等の措置 

技術開発代表者は、天災地変その他やむを得ない事由により課題の全部又は一部の遂行が困難とな

った場合は、事業の中止等について環境省と協議するようにしてください。事業者都合による中止の

場合、環境省から支払った補助金の全額又は一部を返還いただく場合があります。 

 

（６）予算の繰越制度について 

予算の繰越制度とは、課題の性質上その実施に相当の期間を要し、かつ、課題が当該年度内に完了

しない場合にも引き続いて実施する必要があり、次の事由に該当すると認められる場合には、財務省

の承認を前提として、予算を翌年度へ繰り越すことができる制度です。 

① 計画に関する諸条件 

公共施設の管理者等との実証場所や導入する設備の種類等に係る調整に時間がかかるなど、計

画の策定までに時間を要することがあり、事業全体が遅延する場合 

技術開発課題は評価委員会の意見も踏まえ選定するため、設計・計画段階において、新技術・

新規条件の出現、装置等の仕様の再検討の必要、共同して事業を実施する相手先の不測の事態が

発生する場合 

② 設計に関する諸条件 

評価委員会の意見も踏まえ技術開発設計を決定するため、設計段階において、当初想定しない

新たな条件・装置等の仕様を再検討するといった不測の事態が発生する場合 

③ 気象の関係 

工事等を開始したのちに、風雪・台風等の影響により、不測の日数を要する場合 

④ 用地の関係 

設備導入用用地の確保に関する交渉等の難航や、工事施工時点で土地所有者等との再調整が必

要となる等により、工事の施行が遅延する場合 

⑤ 資材の入手難 

先進的技術の開発実証において特殊な機材・資材を要する場合で、市況等によりそれらの確保

が困難な場合 

⑥ 上記以外の事由（試験研究に際しての事前の調査又は研究方式の決定の困難） 

エネルギー起源二酸化炭素削減対策技術の開発や先端的技術の実証に当たり、着手後に初めて

明らかになる現象や知見に遭遇した場合、関連する研究や技術開発の動向などを取り込む必要が

生じる場合 

 

（７）事業内容の発表等について 

本事業で実施した内容については、その成果を広く国民へ情報提供していくこととしております。

本事業実施期間中又は終了後に、環境省自らが発表する場合や事業者に発表いただく場合があります

ので、御了承ください。また、環境省担当官の求めに応じて情報提供等を行う必要があります。 

また、上記に限らず、本事業の実施内容については、本事業の範囲外においても積極的にその成果

を公表するように努めてください。ただし、公表内容について事前に環境省に必ず確認する必要があ
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ります。当該技術の開発・実証の内容・成果を一部でも活用する場合には、実施内容・成果の公表、

活用、実用化、製品化、社会実装等に当たり、環境省への事前の報告を厳守してください。その際に

は、環境省「地域共生型潮流発電事業モデル構築事業」で実施している又は実施していた、同環境省

事業の成果を活用している等の旨を、一般にとって分かりやすい形でその都度明示する必要がありま

す。他府省等を含む外部からの実施内容等に関する照会の際にも、必ず回答する前に環境省に確認し

てください。 

 

（８）事業資料の提出等について 

本事業では、事業の継続を判断するための中間評価や実施中の進捗状況等を把握することを目的と

して、事業概要等を明記した資料の提出等を適宜求めることとしています。また、採択後、開発・実

証成果の事業化に関する計画書の作成等を求める場合があります。この点に御対応いただけない方は、

本事業への応募を御遠慮ください。 

 

（９）検討会の実施について 

本事業の実施課題においては、事業の進捗管理及び事業化に向けた計画・戦略等の検討のため、年

に２～３回程度の検討会を実施することとしています。技術開発代表者には、検討会を主催していた

だきますので、御了承ください。なお、検討会の実施は環境省が別途指示するシステムを用いたウェ

ブ会議によることも可能です。 

 

（10）事業終了後の実用化・商品化・社会実装について 

本事業で開発・実証を行う技術は、本事業終了後早期の実用化・商品化・社会実装が見込まれるレ

ベルの成熟度にあることが求められます。本事業終了後も引き続き技術開発・実証に対する支援を受

けなければ社会実装が見込まれない技術は対象となりませんので御留意ください。 

 

（11）事業終了後の調査等への協力について 

事業終了後（５年間）に実施するフォローアップ調査（書面調査、ヒアリング等）への御協力をお

願いしています。御了解いただけない場合には応募を御遠慮ください。 

なお、事業実施期間（環境省の補助事業期間）が終了しているため、これらに要する費用を本事業

の経費として支出することはできません。 

 

（12）経済安全保障に係る対応について 

本事業では、「経済安全保障上の重要技術に関する技術流出防止策についての提言 ～国が支援を

行う研究開発プログラムにおける対応～」（令和６年６月４日 経済安全保障法制に関する有識者会

議）（https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r6_dai10/siryou4.pdf）を踏

まえ、我が国の技術優位性の強化を目指す技術領域及び将来の我が国の技術優位性の創出を目指す技

術領域における技術流出防止策を講じることとしています。 

本事業への応募に当たり、対象となる技術領域※１におけるコア重要技術等※２のうち非公知のものに

関する技術開発・実証を提案中に含む場合は、応募書類の所定の箇所で必ずその旨申告してください。

その上で、当該コア重要技術等を特定し、その流出を防止するための具体的な取組（以下「技術流出

防止措置」という。）※３についても応募書類に記載してください。上記の申告を行った提案は、コア

重要技術等の特定及び技術流出防止措置の適否について審査されるとともに、採択された場合は、中

間評価においてその履行状況について確認を受けることとなります。 

なお、コア重要技術等の特定及び技術流出防止措置の内容が不十分と判断される場合は、不採択と

なる場合があります。事業実施期間中においても、技術流出防止措置が適切に講じられていない場合

や、コア重要技術等の流出が発生し、又はそのおそれがある場合は、事業の中止の判断が下る場合が

あります。 

また、本事業では、組織全体としての経済安全保障や技術流出防止に係る取組※４の実施を奨励しま

す。上記のコア重要技術等に係る申告の有無によらず、主たる要素技術を担当する技術開発機関等が

このような取組を実施している場合は、希望に応じて応募書類にその内容を記載してください。当該

取組の内容が優良であると認められる場合は、審査において考慮します。 
※１ 主に以下の技術領域を対象とします。具体的には、「特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r6_dai10/siryou4.pdf
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な活用に関する基本指針」（令和４年９月30日閣議決定） 

（https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/doc/kihonshishin3.pdf）第１章第３節（２）に記

載されている技術領域が幅広く対象となります。 

・ 破壊的技術革新が進む技術を始め、将来の技術優位性の創出を目指す技術領域 

・ 我が国が技術優位性を持つ技術領域（ただし、認定された供給確保計画の対象となる特定重要物資等

を除く。） 

※２ 以下のとおり定義されます。 

当該研究開発の成果（ソフトウェアを含む） 

コア重要技術 

コア重要技術等 

その活用の際に必要となる技術の設計・生

産・利用の各段階において有用かつ中核的な

技術（ソフトウェアを含む） 

コア重要技術の実現に直接寄与する技術  

のうち非公知のもの 

【各用語の定義】 

・ 「当該研究開発の成果」：国による資金を用いて実施した研究開発プログラムによって研究開発

される技術（技術流出した際に、我が国の技術優位性の強化又は創出に影響があるもの） 

・ 「研究開発成果の活用の際に必要となる技術」：研究開発の成果を用いた製品・サービス化等の

際に必要となる研究開発成果以外の技術。例えば、製品化の際に必要な製造設備やソフトウェア

等。 

・ 「設計の段階において有用かつ中核的な技術」：設計の段階において必ず使用され、かつ性能を

決定する重要な技術 

・ 「生産の段階において有用かつ中核的な技術」：生産の段階において必ず使用され、かつ性能を

決定する重要な技術 

・ 「利用の段階において有用かつ中核的な技術」：利用の段階において必ず使用され、かつ性能を

決定する重要な技術 

・ 「コア重要技術の実現に直接寄与する技術」 ：その技術を知ることでコア重要技術が漏洩する可

能性がある技術。例えば、コア重要技術の開発手順や設計・生産に必須となる製造装置などのパ

ラメータ設定、サンプルの試験方法や計測法、原材料の配合などのノウハウが該当。 

【コア重要技術等の具体的なイメージ例】 

・ ○○素材の生産の段階において必ず使用され、かつ性能を決定する温度・湿度条件 

・ ○○プログラムを設計する段階において必ず使用され、かつ性能を決定するデータ 

など 

※３ 以下の（ア）～（ウ）の取組が行われることを要件とします。 

（ア）コア重要技術等へのアクセス管理 

コア重要技術等にアクセス可能な従業員を必要最小限の範囲に制限し、及び適切な管理を行うために必要

な体制や規程（社内ガイドライン等を含む。）を整備すること。 

（イ）コア重要技術等にアクセス可能な従業員の管理 

（ア）に規定する従業員に対し相応の待遇（賃金、役職等の向上）を確保する等の手段により、当該従業

員の退職等を通じたコア重要技術等の流出を防止する措置を講じるとともに、当該従業員が退職する際には

コア重要技術等に関する守秘義務の誓約を得ること。また、労働基準法（昭和22年法律第49号）、労働契約

法（平成19年法律第128号）その他関係する法律の諸規定に十分配慮しつつ、退職後の競業避止義務の誓約

についても当該従業員の同意を得るための取組を行うこと。 

（ウ）取引先（共同研究パートナー等のサードパーティを含む。以下同じ。）における管理 

本事業の技術開発機関等（代表実施者及び共同実施者）ではなく、取引先がコア技術等の全部又は一部を

有する場合、当該コア重要技術等の全部又は一部を当該取引先が有すること及びその詳細に関して、当該取

引先と秘密保持契約を締結すること。また、当該取引先に対しても、(ア)及び（イ）に相当する内容の措置

を講じることを求め、その履行状況を定期的にレビューする等、取引先からのコア重要技術等の流出を防止

するために必要な措置を講じること。なお、その際には、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和22年法律第54号）、下請代金支払遅延等防止法（昭和31年法律第120号）及び下請中小企業振興法

https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/doc/kihonshishin3.pdf
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（昭和45年法律第145号）の諸規定に十分配慮すること。 

※４ 例えば、以下のような取組が該当します。 

・ 情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）適合性評価又は産業競争力強化法（平成25年法

律第98号）に基づく技術情報管理認証（TICS）を受けていること。 

・ 「経済安全保障上の課題への対応（民間ベストプラクティス集）」（経済産業省 貿易経済安全保

障局 経済安全保障政策課 技術調査室）（https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_se

curity/best_practice.pdf）に示されている事例のうち、国内における技術流出の対策や組織体

制の構築に係る取組を行っていること。 

・ その他上記に準じる取組を行っていること。 

 

（13）安全保障貿易管理について（海外への技術漏洩への対処） 

我が国では、我が国を含む国際的な平和及び安全の維持を目的に、外国為替及び外国貿易法（昭和2

4年法律第228号）（以下「外為法」という。）に基づき輸出規制※１が行われています。外為法で規制

されている貨物や技術を輸出（提供）しようとする場合は、原則外為法に基づく経済産業大臣の許可

を受ける必要があります。 

貨物の輸出だけではなく技術提供も外為法の規制対象となります。リスト規制技術を非居住者（特

定類型※２に該当する居住者を含む。）に提供する場合や、外国において提供する場合には、その提供

に際して事前の許可が必要です。技術提供には、設計図、仕様書、マニュアル、試料、試作品等の技

術情報を、紙、メール、CD、DVD、USBメモリ等の記憶媒体で提供することはもちろんのこと、技術指

導や技能訓練等を通じた作業知識の提供やセミナーでの技術支援等も含まれます。外国からの留学生

の受入れや、共同研究等の活動の中にも、外為法の規制対象となり得る技術のやりとりが多く含まれ

る場合があります。 

本事業を通じて取得した技術等を輸出（提供）しようとする場合についても、規制対象となる場合

がありますので御注意ください。なお、本事業を通じて取得した技術等について外為法に係る規制違

反が判明した場合その他先端的な技術に関連する機微情報の流出のおそれがあると認められる場合に

は、交付決定の全部又は一部を取り消す等の対応を行うことがあります。 

安全保障貿易管理の詳細については、下記を御参照ください。 

・ 経済産業省：安全保障貿易管理（全般） 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/ 

・ 経済産業省：安全保障貿易管理ハンドブック 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/handbook.pdf 

・ 経済産業省：安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用） 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanr

i03.pdf 

・ 経済産業省：大学・研究機関のためのモデル安全保障貿易管理規程マニュアル 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku/manual.pdf 

・ 一般財団法人安全保障貿易情報センター モデルCP 

https://www.cistec.or.jp/export/jisyukanri/modelcp/modelcp.html 

・ 安全保障貿易ガイダンス（入門編） 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/guidance.html 

※１ 現在、我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に①炭素繊維や数値制御工作機械等、

ある一定以上のスペック・機能を持つ貨物（技術）を輸出（提供）しようとする場合に、原則として、経済産

業大臣の許可が必要となる制度（リスト規制）と②リスト規制に該当しない貨物（技術）を輸出（提供）しよ

うとする場合で、一定の要件（用途要件・需要者要件又はインフォーム要件）を満たした場合に、経済産業大

臣の許可を必要とする制度（キャッチオール規制）の２つから成り立っています。 

※２ 非居住者の影響を強く受けている居住者の類型のことを言い、「外国為替及び外国貿易法第25条第１項及

び外国為替令第17条第２項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」1.(3)サ①～③

に規定する特定類型を指します。 

 

（14）カーボンニュートラル実現に向けた技術開発機関等の取組について 

本事業では、2050年カーボンニュートラル及び2030年度削減目標の実現に向けた取組の底上げを図

https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/best_practice.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/best_practice.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/seminer/shiryo/handbook.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku/manual.pdf
https://www.cistec.or.jp/export/jisyukanri/modelcp/modelcp.html
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/guidance.html
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る観点から、技術開発・実証を実施する技術開発機関等が組織全体として以下の①～④の取組を実施

している場合は、審査において考慮します。これに該当するときは、応募書類の所定の箇所に必要事

項を記載してください。 

①2050年カーボンニュートラルに向けた温室効果ガスの排出削減目標の設定 

2050年のカーボンニュートラル達成（Scope 1+2）を目標として設定している場合を標準とし、

目標年限の前倒し、野心的な中間目標（例：2013年度比2030年度46％超の削減）、Scope 3の削減

目標等を設定している場合は、その内容に応じて評価します。ただし、目標は原則として公表さ

れているものとします。 

②デコ活応援団（官民連携協議会）への参画 

詳細については、デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）のウェブサ

イト（https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/#council）を御参照ください。 

③デコ活宣言の実施 

詳細については、デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）のウェブサ

イト（https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/#join）を御参照ください。 

④エコ・ファースト制度の認定取得 

実施体制にエコ・ファースト認定企業（グループで認定を受けている場合は、該当するグルー

プに属する企業を含む。）となっている技術開発機関等が含まれる場合は、上記①～③の取組を

全て満たしているものとみなします。詳細については、エコ・ファースト制度のウェブサイト（h

ttps://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/）を御参照ください。 

 

 
 

６．応募書類及び手続  

 

応募に当たっては、下記①～④（⑤）の資料を日本語で作成の上、PDF等に変換せずに事務局メー

ルアドレスにまとめて送付してください。 

 

受付期間：令和８年４月６日（火）～４月24日（金）15時 

提出先： chikyu-jigyo@env.go.jp （環境省 事務局） 

 

① 【申請書】令和８年度地域共生型潮流発電事業モデル構築事業 

② 【ヒアリング資料】令和８年度地域共生型潮流発電事業モデル構築事業 

③ 実績資料（様式任意） 

※代表実施者の事業概要やこれまでの技術開発等の実績が分かる資料（簡易なもので差し支え

ありません。） 

④ 直近３年間の納税を証明する書類 

※代表実施者について、応募時点で入手可能な直近３年間の各事業年度における法人税の納付

すべき額及び納付済額を証する書類（納税証明書（その１・納税額等証明用））。 

※法人税法上、免除されている技術開発機関等については本資料の提出は不要です。 

※書類の入手に際して個別の事情がある場合は、事務局に御相談ください。 

⑤ 十分な実施体制が確認できる資料（設立から３年未満の代表実施者のみ） 

代表実施者が設立から３年未満の場合は、「３.（１）補助事業者の要件」に記載されたa.

～d.の各要件を満たすことを確認できる資料を提出してください（様式任意）。 

 

◎電子メール受領の確認 

上記①～④（⑤）の受領を事務局で確認した後、送信元のメールアドレスに受領した旨を返信

します。事務局メールアドレスに送信後、数日が経過しても返信がない場合、うまく送受信され

ていない可能性があります。その場合、事務局まで電話でお問い合わせください（電話番号は

「７．その他」参照）。 

上記①～④（⑤）の提出が全て整った時点で、応募を受け付けるものとします。いずれか１つ

でも提出が確認できない場合は、応募の完了とは見なしませんので御注意ください。また、応募

https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/#council
https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/#join
https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/
https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/
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書類の作成に当たっては、必ず様式の記載内容及び作成要領に従って作成するようお願いします。

なお、受付期間以降に事務局で受け取った書類のうち、遅延が環境省又は事務局の事情に起因しな

い場合は、応募を受け付けません。 

 

○注意事項 

 

・応募書類様

式のダウン

ロード 

 

・応募書類の

ファイル形

式 

 

 

・画像ファイ

ル形式 

 

 

 

・応募書類の

送付 

 

 

・応募書類の

修正 

 

・その他 

 

・ 制度・事業内容を確認の上、所定の様式ファイルをダウンロードしてくだ

さい。 

 

 

・ 応募書類は以下のバージョンで作成されたものでないと、うまく表示でき

ない場合がありますので御注意ください。 

○ Word 2010以降 

○ PowerPoint 2010以降 

 

・ 応募書類に貼り付ける画像ファイルの種類は｢GIF｣、｢BMP｣、｢JPEG｣、｢PNG｣

形式のみとしてください。それ以外の画像データ（例えば、CADやスキャ

ナ、PostScriptやDTPソフトなど別のアプリケーションで作成した画像等）

を貼り付けた場合、正しく表示されない可能性があります。 

 

・ 事務局が受信できるメールの最大容量は10MBです。これを超える場合は、

メール１件当たりの容量が10MB未満になるように分割して送付するか、事

務局へ問い合わせてください。 

 

・ 応募書類の受付期間終了後の修正は原則受け付けておりません。不備があ

る場合のみ事務局から連絡します。 

 

・ 応募書類は技術開発代表者が責任を持って事務局へ提出してください。な

お、提出いただいたファイル等は、返還しません。 

・ 契約事務に関するトラブルを避けるため、所属する技術開発機関等の上司

（独立行政法人の場合は部局長クラス、大学の場合は学部長クラス）及び

契約事務担当者から応募の了解を得た上で応募してください。また、国立

又は独立行政法人と認められる研究開発機関に所属する研究者が技術開発

者となって応募する場合（当該研究者が技術開発代表者でない場合を含

む。）は、応募内容（提案課題）が所属する研究開発機関の既存の技術開

発及び所管府省の既存の事業と重複していないことを確認してください。

確認せずに応募した場合、採択が取り消されることがあります。 

・ 技術開発代表者が公募期間中の災害等の影響により、期限までに提出が

出来なくなった場合は、「７．その他」に記載する事務局へ問い合わせ

てください。 

・ 原則、持込みによる提出は受け付けておりません。 

 

 

（１）提出に当たっての留意事項 

技術開発代表者が責任を持って事務局への提出を行っていただくようお願いします。なお、提出い

ただいたファイル等は、返還しません。 

 

（２）その他参考資料 

その他、以下の資料を参照してください。 

・ 今後の環境研究・技術開発の基本理念、重点領域などの内容については、「環境研究・環境
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技術開発の推進戦略」（令和６年８月環境大臣決定）を参照のこと。 

https://www.env.go.jp/policy/tech/kaihatsu.html 

・ 評価を実施するに当たっての評価方法等を定めた指針については、「環境省研究開発評価指

針」（平成29年７月14日環境省総合環境政策統括官決定）を参照のこと。 

https://www.env.go.jp/policy/tech/guide.pdf 

・ 不適正な経理処理に関する規定については、「環境省の所管する競争的研究資金における不

正使用及び不正受給に係る研究費の執行停止、応募資格の制限及び研究費の返還等に関する

規定」（平成29年７月14日環境省改正）に準じて行います。 

https://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/rule/pdf/h290714fuseisiyou_kitei.pdf 

・ 公的研究費の不正使用等に関し、各研究機関等において今後取り組むべき事項等については、

「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について（共通的な指針）」（平成18年８月

31日総合科学技術会議）を参照のこと。 

https://www8.cao.go.jp/cstp/output/iken060831.pdf 

・ 研究上の不正行為に関する対応方針等については、「研究上の不正に関する適切な対応につ

いて」（平成18年２月28日総合科学技術会議）を参照のこと。 

https://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihu52/siryo2-1.pdf 

・ データの捏造等の不正行為が明らかになった場合の対応については、「競争的研究資金に係

る研究活動における不正行為への対応指針」（平成29年７月14日環境省改正）に準じて行い

ます。 

https://www.env.go.jp/content/900498005.pdf 

 

 

 
７．その他  

 

公募全般に対する問合せは、電子メールでお願いします。電子メールの件名（題名）は「令和８年

度地域共生型潮流発電事業モデル構築事業に関する問合せ」としていただきますようお願いします。 

また、公募全般に関する事務的な問合せではない、個別具体的な応募内容に関する問合せや相談に

ついては、原則お答えできません。 

 
＜問い合わせ先＞ 

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館3階 
  E-mail： chikyu-jigyo@env.go.jp 

  電  話： 03-5521-8339 

 

https://www.env.go.jp/policy/tech/kaihatsu.html
https://www.env.go.jp/policy/tech/guide.pdf
https://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/rule/pdf/h290714fuseisiyou_kitei.pdf
https://www8.cao.go.jp/cstp/output/iken060831.pdf
https://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihu52/siryo2-1.pdf
https://www.env.go.jp/content/900498005.pdf
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別紙．補助事業における留意事項等について 

 

１．基本的な事項について 

本補助金の交付については、エネルギー対策特別会計の予算の範囲内で交付するものとし、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179号。以下「適正化法」という。）、補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30年政令第 255号）その他法令の定めに

よるほか、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）及び同実施

要領（以下「実施要領」という。）並びに「環境省所管の補助金等に係る事務処理手引」（環境省大臣

官房会計課 平成 28年４月） 

（https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/kanbo/chotasu/2804_160323set.pdf）の定めるところによ

ります。 

 

２．補助金の交付について 

（１）交付申請 

公募により選定された事業者には補助金の交付申請書を提出していただきます（申請手続等は交

付要綱等を参照願います。）。その際、補助金の対象となる費用は、原則として、当該年度に行われ

る事業で、かつ当該年度中に支払いが完了するものとなります。なお、消費税相当額があり、かつ、

その金額が明らかな場合は、これを減額して算出していただきます。 

 

（２）交付決定 

環境省は、提出された交付申請書の内容について以下の事項等に留意しつつ審査を行い、補助金

の交付が適当と認められたものについて交付の決定を行います。 

・申請に係る補助事業の全体計画（資金調達計画、工事計画等）が整っており、準備が確実に行わ

れていること。 

・補助対象経費には、国からの他の補助金（負担金、利子補給及び同法施行令第２条に掲げる給付

金並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第２条第４項第１号に掲げる給付金及

び同項第２号に掲げる資金を含む。）の対象経費を含まないこと。 

 

（３）事業の開始 

補助事業者は環境省からの交付決定を受けた後に、事業を開始してください（交付決定以前に着

手した事業は補助対象となりません）。 

補助事業者が他の事業者等と委託等の契約を締結するに当たり注意していただきたい主な点（原

則）を以下に記します。 

・契約・発注日は環境省の交付決定日以降であること。 

・補助事業の遂行上著しく困難又は不適当である場合を除き、競争原理が働くような手続によって

相手先を決定すること。 

 

（４）その他 

補助対象経費の詳細は「５．応募に当たっての留意事項」の内容を予定しています。また、上記

のほか、必要な事項は交付要綱及び実施要領に定めますので、これを参照してください。 

 

https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/kanbo/chotasu/2804_160323set.pdf
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３．補助金の経理等について 

（１）補助金の経理等について 

補助事業の経費については、帳簿及びその他証拠書類を備え他の経理と明確に区分して経理し、

常にその収支状況を明らかにしておく必要があります。これらの帳簿及び証拠書類は、補助事業完

了後５年間、保管しておく必要があります。 

 

（２）実績報告及び書類審査等 

当該年度の補助事業が完了した場合は、事業の完了から起算して１か月を経過する日又は翌年度

４月 10日のいずれか早い日までに実績報告書を環境省宛て提出していただきます。 

環境省は事業者から実績報告書が提出されたときは、書類審査及び必要に応じて現地検査等を行

い、事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、補

助事業者に確定通知をします。 

 

（３）補助金の支払い 

補助事業者は、環境省から確定通知を受けた後、精算払請求書を提出していただき、その後環境

省から補助金を支払います。 

 

（４）取得財産の管理について 

補助事業の実施により取得した財産（取得財産等）については適正化法の規定により財産処分の

制限があります。取得財産等については、取得財産管理台帳を整備し、その管理状況を明らかにし

ておくとともに、財産を処分（補助金の交付の目的（補助金交付申請書及び実施計画書に記載され

た補助事業の目的及び内容）に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り

壊す（廃棄を含む。）こと等をいう。）しようとするときは、あらかじめ環境省の承認を受ける必要

があります。 

取得財産のうち財産処分制限を受ける財産の取得は、代表実施者が可能です。ただし、共同実施

者が代表実施者と連帯して責任を負う場合は、当該共同実施者が財産を取得することもできます。 

また、補助事業により整備された施設、機械、器具、備品その他の財産には、環境省補助事業で

ある旨を明示しなければなりません。 

 

（５）その他 

上記のほか、必要な事項は交付要綱及び実施要領並びに「環境省所管の補助金等に係る事務処理

手引」に定めます。また、上記の取扱いは、今後変更する場合がありますので、事業実施に当たっ

ては、必ず交付要綱等を御確認ください。 

 

４．補助事業における利益等排除について 

補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達等に関わる経費がある場合、

補助対象経費の実績額の中に補助事業者の利益が含まれることは、補助金交付の目的上ふさわしくな

いため、補助事業者自身から調達等を行う場合は、原価（当該調達品の製造原価等※）をもって補助対

象経費に計上します（利益等排除）。 

※補助事業者の業種等により製造原価を算出することが困難である場合は、他の合理的な説明をも

って原価と認める場合があります。 

 

 

 

 

 

 


